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消費税率引き上げはＣＰＩにどう反映されるか？  

 ～キャッシュレスポイント、外食テイクアウトの取扱いは？～ 

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 
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10月１日から消費税率が８％から 10％に引き上げられた。この消費増税は消費者物価指数にどう反

映されるのか。①軽減税率、②非課税品目、③経過措置、④キャッシュレスポイント、⑤外食におけ

るテイクアウト、の５つのテーマについて解説を行う。 

 

① 軽減税率 ～フライドチキンやドーナツも軽減税率扱い～ 

消費者物価指数においても、「酒類」や「外食」を除く「食料」や「新聞代」について軽減税率の

対象として計算を行う。また、外食のなかでも、「学校給食」、「ピザパイ（配達）」のようにもと

もと軽減税率対象となっているものに加え、テイクアウト比率が高い「フライドチキン（外食）」、

「ドーナツ（外食）」も軽減税率対象として取り扱うことになった。また、サプリメントや栄養機能

食品などの「健康保持用摂取品」も食品扱いで軽減税率対象となる。これらの品目のウェイトを合計

すると 2158（１万分比）となる。また、生鮮食品を除いた場合のウェイトは 1744であり、ＣＰＩコア

に占める割合は 18.2％となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 軽減税率と非課税品目を考慮すれば、２％Ptの税率引き上げでＣＰＩコアは 1.0％Pt押し上げられ

る。 

○ 一部の品目では、消費税率引き上げに際して経過措置がとられる。消費税率引き上げによって想定

される 1.0％PtのＣＰＩコア押し上げ分のうち、10月分に反映されるのは 0.8％Ptのみであり、残

りの 0.2％Ptの反映は 11月分に持ち越される。 

○ キャッシュレスポイントは消費者物価指数には反映されない。即時還元であっても同様。 

○ 外食では、フライドチキンとドーナツなど一部を除き、持ち帰り価格は調査対象外。店内価格のみ

で判断される。 

10大費目 品目

酒類、外食を除く全品目

外食のうち、ピザパイ（配達）、フライドチキン（外食）、ドーナツ

（外食）、学校給食（小学校）及び学校給食（中学校）

保健医療 健康保持用摂取品Ａ，健康保持用摂取品Ｂ

教養娯楽 新聞代（地方・ブロック紙）、新聞代（全国紙）

（出所）総務省統計局

食料

表１　軽減税率の対象となる消費者物価指数の品目一覧
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② 非課税品目 ～家賃や授業料、診療代などは非課税。外国パック旅行も非課税品目～ 

消費税法では、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政

策的配慮から、課税しない非課税取引が定められている。消費者物価指数においてこれに該当する品

目としては、家賃や授業料、保育料、診療代などが挙げられ、これらは消費増税の影響を受けない

（もともと課税されていない）。そのほか、価格の対象となる役務の大部分が国内取引ではないこと

から、外国パック旅行も非課税品目となる。ここでは表２に挙げた品目を非課税品目と仮定した。こ

れらのウェイトを合計すると 2742であり、ＣＰＩコアに占める割合は 28.6％となる。 

 この①の軽減税率対象品目と②の非課税品目以外の品目について、消費税率がこれまでの８％から

10％へと引き上げられた。これを計算すると、消費増税によってＣＰＩコアが 1.0％ポイント押し上げ

られることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 経過措置 ～一部の品目では増税分の反映が 11月までずれ込む（0.2％Pt分）～ 

経過措置とは、消費税率引き上げのタイミングをまたぐ一部の取引において、消費税率引き上げ後

にも旧税率が適用されることを言う1。具体的には、「電気代」「都市ガス代」「プロパンガス」「固

定電話通信料」「携帯電話通信料」については「2019年 10月は旧税率に基づく価格を採用し、11月

から新税率に基づく価格を採用する」、「水道料」、「下水道料」については「条例の中で経過措置

が定められている場合は、その期間において旧税率に基づく価格を採用する」とされている。つまり、

10月分についてはこれらの品目の増税分は反映されない。これら７品目合計でＣＰＩコアの 10.6％を

占め、２％Ptの増税によるＣＰＩコアへの寄与度は 0.2％Pt弱になる。したがって、消費税率引き上

げによって想定される 1.0％PtのＣＰＩコア押し上げ分 のうち、10月分に反映されるのは 0.8％Ptの

みであり、残りの 0.2％Pt分の反映は 11月分に持ち越されることになる。 

                             
1 詳しくは Economic Trend「10月のＣＰＩは下振れ？（消費税とＣＰＩ①）」をご参照ください。 

住居

保健医療

交通・通信

教育

諸雑費

②価格の対象となる
役務の大部分が国内
取引ではない

教養娯楽

③対価性がない 教育

（出所）総務省統計局

ＰＴＡ会費(小学校）、ＰＴＡ会費(中学校）

外国パック旅行

表２　　非課税品目一覧

①消費税法で定めら
れた非課税品目

民営家賃、公営家賃、都市再生機構・公社家賃、持家の帰属家賃、火災・地震保険料

診療代、出産入院料

自動車免許手数料、自動車保険料(自賠責）、自動車保険料(任意）

中学校授業料（私立）、高等学校授業料（公立）、高等学校授業料（私立）、大学授業料（国立）、大学授業料（私立）、短
期大学授業料（私立）、幼稚園保育料（公立）、幼稚園保育料（私立）、専修学校授業料（私立）、教科書

傷害保険料、保育所保育料、介護料、行政証明書手数料、パスポート取得料
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④ キャッシュレスポイント ～ＣＰＩには反映されない～ 

キャッシュレスポイントは消費者物価指数には反映されない。消費者物価指数が調査対象としてい

るのは、あくまで販売価格である。ポイント還元によって実質値引き的な要素は加わるが、これによ

って販売価格が変化しているわけではないため、ＣＰＩには反映されないという理屈だ。もともと、

キャッシュレスポイントが始まる前から、ポイントカード等によるポイント還元を行う小売店は多か

ったが、これについてもＣＰＩには反映されてこなかった。総務省によると、キャッシュレスポイン

トについてもこの取扱いを行うとのことである。 

 難しいのは、一部コンビニエンスストア等で実施されている「即時還元」だ。たとえば、1000円の

商品を購入した際、発生する 20円（２％）のポイントを支払いに即時充当することで、実際の（キャ

ッシュレス）支払額は 980円となるケースである。実質的には 20円の値引き販売ともいえるだろう。

ただ、筆者が総務省に問い合わせたところ、この即時還元についても消費者物価指数には反映させな

いとの回答を得た。即時還元では、一度ポイントが付与され、そのポイントが会計時に使用される形

をとる。この場合には会計上は商品価格に変更はないため、値引きとはみなさないということのよう

だ。色々意見はあるだろうが、消費者物価指数上はそうした取扱いがなされるとのことである。 

 

⑤ 外食おけるテイクアウト ～一部を除いてテイクアウトは調査対象外。店内価格のみが対象～ 

最近話題になっている、イートインとテイクアウトの軽減税率適用問題についても、消費者物価に

おける取扱いは決まっている。外食のうち、「ピザパイ（配達）」はそもそも配達なので軽減税率対

象。「フライドチキン（外食）」、「ドーナツ（外食）」については店内での飲食分はそもそも調査

対象から外され、持ち帰り分のみが調査対象となった。つまりこの二品目も軽減税率対象である。 

品目 ウェイト（万分比）

電気代  356

都市ガス代 116

プロパンガス 65

固定電話通信料 （※） 81

携帯電話通信料（※） 230

水道料 94

下水道料 73

（出所）総務省統計局

（※）固定電話通信料、携帯電話通信料については、一部事業者を除く

経過措置を踏まえ、2019年10月の指数は旧税率を適用し、11月から新
税率を適用する。

改正条例の中で経過措置が定められている場合は、その期間において
旧税率を適用する。

消費者物価指数での取扱い 

表３　　経過措置等の対象となる消費者物価指数の品目一覧
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本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所調査研究本
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更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。 
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この３品目と給食費を除いた外食については、すべて店内価格のみが調査対象とされ、持ち帰り分

は調査対象から外された。９月分までは、店内飲食、持ち帰りの双方が調査対象となっていたが、軽

減税率の取扱いを明確化するため、10月分からはフライドチキンとドーナツは持ち帰りのみ、その他

の外食は店内のみが調査対象となった。 

 店内飲食と持ち帰りとの税率差問題に対して、外食各社は店内価格と持ち帰りの料金を統一するな

どの対応を打ち出している。この場合、フライドチキンとドーナツの場合は持ち帰り価格、それ以外

の外食は店内価格が消費者物価指数上は重要になる。たとえばフライドチキンの場合、持ち帰り価格

を据え置き、店内分を実質値下げというケースであっても消費者物価指数上は価格に変化なしとの取

扱いになる。一方、その他の外食では、持ち帰り分据え置き、店内実質値下げであれば、（税抜きで

は）値下げ分のみが消費者物価指数に反映される。 

なお、大手ハンバーガーチェーンでは、一部商品を値上げ、その他の商品価格を据え置くことで、

全体しては税抜き価格の値上げにならない対応をしている。ただ、消費者物価指数における「ハンバ

ーガー（外食）」はチーズバーガーが調査対象であるため、今回値上げ対象となっているチーズバー

ガー価格が調査されることで、ハンバーガーは増税分以上の値上げカウントになるだろう。 

 個別の企業によって対応は分かれているため、消費者物価指数に大きな影響を及ぼすものではない

と思われるが、話のネタとして知っておいても良いだろう。 

 

 

 
9月 10月

うどん（外食） きつねうどん きつねうどん，持ち帰りは除く

すし（外食） にぎりずし，並 にぎりずし，並，持ち帰りは除く

すし（外食）
回転ずし店におけるにぎり
ずし，まぐろ（赤身），２個

回転ずし店におけるにぎりずし，
まぐろ（赤身），２個，持ち帰りは
除く

ハンバーガー（外食）
ハンバーガー店における
チーズバーガー

ハンバーガー店におけるチー
ズバーガー，持ち帰りは除く

牛丼（外食） 並
並，持ち帰りは除く

焼肉（外食） 牛カルビ，並 牛カルビ，並，持ち帰りは除く

やきとり（外食）
居酒屋におけるやきとり，
ねぎま，１本売り，並

居酒屋におけるやきとり，ねぎま，
１本売り，並，持ち帰りは除く

ドーナツ（外食）
飲食のできる店における
ドーナツ

ドーナツ専門店におけるドーナ
ツ，持ち帰り

フライドチキン（外食）
ファーストフード店における
フライドチキン，骨付き

ファーストフード店におけるフライ
ドチキン，骨付き，持ち帰り

（出所）総務省統計局

表４　　調査品目と基本銘柄の例


